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機能別消防団員制度の導入に伴う関係条例の一部改正に向けた 

パブリックコメントの実施結果について 

１ 概要 

大規模災害時等に出場し、基本団員だけでは対応できない役割を担う「機能別消防団

員」制度の導入に伴い、川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例（昭和３８年条例

第３１号）及び川崎市消防団員任免条例（昭和２３年条例第６２号）の一部改正を検討

していることから、市民の皆様から御意見を募集しました。 

その結果、１通（意見総数２件）の御意見をお寄せいただきましたので、その内容と

御意見に対する本市の考え方を次のとおり公表します。 

２ 意見募集の概要 

題名 機能別消防団員制度の導入に伴う関係条例の一部改正について 

意見の募集期間 令和元年１１月２０日（水）から令和元年１２月１９日（木）まで（３０

日間） 

意見の提出方法 電子メール（ホームページ専用フォームを含む。）、郵送、持参、ファッ

クス 

募集の周知方法 ・市ホームページ 

・資料の閲覧（かわさき情報プラザ、各区役所（市政資料コーナー）、消

防局総務部庶務課、各消防署予防課） 

結果の公表方法 ・市ホームページ 

・資料の閲覧（かわさき情報プラザ、各区役所（市政資料コーナー）、消

防局総務部庶務課、各消防署予防課） 

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数） １通（２件） 

内訳 電子メール １通（２件） 

ファックス ０通（０件） 

郵送 ０通（０件） 

持参 ０通（０件） 

４ 御意見の内容と対応 

（１）市の考え方の区分説明 

Ａ：御意見の趣旨を踏まえ、制度に反映するもの 

Ｂ：御意見の趣旨が案に沿った意見であり、御意見を踏まえ取組を推進するもの 

Ｃ：今後の取組を進めていく上で参考とするもの 

Ｄ：案に対する質問・要望の御意見であり、市の考え方を説明・確認するもの 

Ｅ：その他 
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（２）御意見の件数と対応区分          単位：件 

項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

案に対する御意見 ０ ０ １ １ ０ ２ 

合計（意見数） ０ ０ １ １ ０ ２ 

５ 具体的な意見の内容と市の考え方 

No. 意見の要旨 本市の考え方 
区

分 

１ 現在の状況等が分からないのにコメン

トすることができない。 

 消防団の現在の状況等につきまして

は、パブリックコメント実施時の資料

「機能別消防団員制度の導入に伴う関係

条例の一部改正について」の「１ 背

景・目的」及び「３ 条例改正の考え

方」の表中「基本団員」に現在の状況を

示しておりますが、意見募集にあたって

は、市民の皆様から御意見をいただきや

すい内容となるよう努めてまいります。 

Ｄ 

２ 北部と南部の施設拠点を決めて少人数

でもカバーできる体制を今一度構築する

ことを願いたい。 

様々な役割が消防団に求められる一方

で、消防団員数が年々減少しております

ので、本市消防団員の現況等に注視し、

必要な取組を行ってまいりたいと考えて

おります。 

Ｃ 

６ 連絡先 

川崎市消防局総務部庶務課 消防団係 

電話 ０４４－２２３－２５１４ 
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機能別消防団員制度の導入に伴う関係条例の一部改正について 

１ 背景・目的 

近年、災害が多様化・大規模化し、様々な役割が消防団に求められる一方で、消防団

員数は年々減少しています。さらに、今後発生が危惧される首都直下地震や南海トラフ

地震等の大規模災害等に備えることが喫緊の課題です。 

現在の消防団員である「基本団員」の確保が最優先となりますが、生業が多忙等の理

由によりあらゆる災害に出場し、様々な広報活動にも参加する「基本団員」になること

が困難である方が少なくない中、「基本団員」だけでは十分に対応することができない

場面も想定されます。 

このことから、消防団の災害対応能力の向上及び消防団員の確保を図るために、大規

模災害時等に限定して対応する機能別消防団員（大規模災害団員）及び火災予防等の消

防広報に限定した活動を行う機能別消防団員（広報活動団員）の制度を導入するために

関係条例を改正するものです。 

２ 改正する条例 

３ 条例改正の考え方 

次の表に基づき、関係条例を一部改正します。

区分 対象 役割・活動 

基本団員 当該消防団の区域に居住又は勤務 全ての消防団活動 

機能別 

消防団員 

大規模 

災害団員 

災害対応 

活動 

消防職員ＯＢ・消防団員ＯＢ 

（当該消防団の区域に居住、勤務

又は在学） 

基本団員の補助 

後方支援 

活動 

消防職員ＯＢ・消防団員ＯＢ、 

事業所の従業員、学生、自主防災

組織の構成員、外国籍の方 

（当該消防団の区域に居住、勤務

又は在学） 

救護所等で活動 

広報活動団員 

消防職員ＯＢ・消防団員ＯＢ、 

事業所の従業員、学生、自主防災

組織の構成員、外国籍の方 

（当該消防団の区域に居住、勤務

又は在学） 

基本団員と協力して事業所や消防

関係機関等が主催又は協力するイ

ベント等での消防広報 

※大規模災害団員と広報活動団員の重複登録を可能とする。

川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例（昭和３８年条例第３１号） 

川崎市消防団員任免条例（昭和２３年条例第６２号） 

参考資料
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・機能別消防団員体系図 

本団 

団長 

副団長 

庶務部長 

警護部長 
大規模災害団員 

（災害対応活動） 

消防部長 
大規模災害団員 

（後方支援活動） 

広報部長 広報活動団員 

分団  分団  分団 

４ 施行期日 

令和２年４月１日を予定しております。 
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